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門

■
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卜
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猫
逸
大
銀
行
の
取
引
所

仲
立
業
に
就
き
て

大

森

研

造

緒

言

、
本
研
究
の
臼
的
ミ
説
魍
の
順
序

第

「
段

、
取
引
所
仲
立
業
務

「
、
卿
逸

取
引
所
の
組
織

二
、
取
引

所
業
務
櫓
當
者

三

、
仲
立

の
情
況

、

四

、
仲
立
業
者

噛の
櫛
…利
義
務

第
と
段
、
取
引
所
仲
立
業

の
利
益

括

言

、
.

緒

吉

夫

れ

一
國

の

交

物

制

度

は

國

民

性

の

結

晶

、

国

情

の



反

映

璽
も
謂
ふ
べ
き
も

の
に
し
て
、
各
國
ば
其
国
民
性

丈

は
國
情
の
異

る
に
從
ひ
自

ら
異
れ
る
風
習
制
度
を
有

～す
、
.銀
行
制
度
の
如
き
も
亦
國
異
趣
濟
歌
態

の
如
何

に

依

り

て
必
ず

し
も

　
な
ら

ざ

る
な

り
。

～

惟
ふ
に
難

欝

界
の
特
徴
は
、
科
學
雇

用
ε
組

奮

麺

建

穿

.
蓋
・
魏

な
る
羅

は
よ
く
事

業
の
能
率
を
増
進
し
身

異

に
、
各
種
企
業
の
連
絡

を
容
易
な
ら
し
む
る
も
の
に
し
て
、
國
民
縄
濟
漸

一
勃

興
し
資
金
の
需
要
を
喚
起

す
る
に
至
る
や
、
濁
逸
國
民

は
遂
に
企
業
ε
金
融
恩
の
間

に
も
亦
特

別
の
組
織
を
案

出
す
る
に
至
れ
り
。
銀
行
の
讃
行

事
ゴ
盟
δ
塁

及

び
設

・立
業
務

O
Ho
[乱
⊆
昌
σq
茜
窃
∩茎
「[
等
即
ち
是
也
Q

濁
逸

に
於
て
株
式
會
肚
を
設
立
せ
ん
ε
す

る
時
局

一

般

公
衆
よ
り
株
式
を
募
集

し
て
設
立
す

る
所
謂
漸
次
設

立
に
よ
る
場
合
は
極
め
て
妙
な
一
、
資
盆

蕾

な
る
大

銀
行
が
株

式

の
全
部
を
引
受
け

て
即

時

に
設

立
す

る
所

.

謂
同
時
設

立

に
依

る

こ
ご
多

し
、
後

の
場
合

に
於

て
銀

行
は

其
株
式

を
漸

次
市
場

に
費

出
す
も

の
に
し
て
・
銀

行

は

工
業
會

計
〃に
封
ず

る
勢

力

を
裡
…る

ε
共

に
、
引
受

儂
格

ε
獲

費
償
格

ご
の
差

盆
を
牧
得

す

る
も

の
な

り
。

雑

錬

濁
逸
大
銀
行
の
取
引
所
仲
立
業
に
就
き
て

.

か

、
る
有
様
な
る
を
以
て
、
取
引
所
法
も
赤
倉
肚
の
設
.

立
後

一
箇
年
を
経
過
し
株
式
全
部

の
撹
込
を
了

へ
た
る

後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
取
引
所

に
上
場
す
る
こ
.だ
能
は
ざ

る
旨
を
規
定
せ
り
。
街
靴
跡
新
株
の
獲
行
、
公
債
及
び
肚

債

暴

行
に
於
て
も
、
銀
行
は
直
接
引
受

の
衝
に
當
る
。

唾

斯
く

の
如

き
を
以
て
猫
逸
大
銀
行
は
、
常

に
其
獲
行

3

有
償
證
券
に
謝
す
る
注
意
を
怠
ら
ざ
る
な
り
。
≦
。び
o
「

㎞

綴
駅
「無
糖
瑠
賂
膿
締踊
騒
曾
曲

囲
.

引
縄

に
よ
り

て
導

き
、
以

て
幼

に
し

て
蹉

跌
す

る
こ
蓬

　

や
・
券

・
慧

せ
ん
・
　

要
求
す
、
何
　

滴

れ
ば
抽
象
的

に
存
在
す
る
需
要
は
僧
格
を
決
定
せ
申

し

面恥

て
現

實
市
場

に
現
は

る

、
も

の
な

る
が
故

に
、
不
適
當

.

血

な
る
時
機
に
市
場
に
投

ぜ
ら
れ
た
る
少
数
の
株
式
が
往

庭

・
て
異
蕩

相
場
薦

若
　

は
下
馨

醸
成
・

㎞

る
事

あ
れ

ば
な
り
」

ご
。

陣

窪

於
て
か
有
償
證
券
の
買
手
養

手
あ

問
に
立

恥瞬

ち
、
或

は
買

入
れ
或

は
萱
出

し
て
、
適

當
な

る
儂
格

の

鴨

維
持

を
計

る
は
、
壷

に
銀
行

の
利
益

な
る

の
み
な
ら
歩

、

ま
た

一
種

の
責

務

ε
な

る

に
至
れ
り
。
獲

行
銀
行

は
他

b

第
十
巻

(第
「
號

=
二五
)

=
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五

、
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㎜
雑

録

萄
遠
大
銀
行
の
取
引
所
仲
エ
業
ド
就
毒
て

一
人
よ
り
も
其
獲
行
有
償
證
券

の
實
情
を
知
悉
す

る
が
故

に
、
さ

此
事
を
爲
し
得

る
守

。
黙
れ
こ
も
凋
逸
大

.

銀
行
の
有
贋
證
券
費
買
は
、
必
事
し
も
自
己
曇

齋
に

係
る
も
の

・
み
に
あ
ら
扉
、
其
間
自
他

の
歴
別
な
き
を

普
通
ε
す
、
他
者
の
嚢
費
に
係
る
も

の
ご
難
も
其
調
節

を
誤
り
、
異
常

の
騰
落
を
演
じ
、
以
て
破
産
者
を
生
宙
.

一
る
事
あ
ら
む
瓜
、
爲
め
に
國
内
市
場
大
動
揺
を
來
す

べ

け
れ
ば
な

り
。

凋
逸
大
銀
行
は
自
己
の
利
害

の
た
妙
、
又
は
国
民
経

済
調
節
の
奮

、
自
己
の
計
算
に
於
て
有
塁

券
を
賞

貢

す
れ

こ
も

、
亦

軍

に
公
衆

の
穴
め
其
費
買

を
仲
立

す

.

る

に
過

ぎ
ざ
る
こ
ご
あ
り
。
富

の
蓄
積

混
き

に
亙

る
に

.

從

ひ
、
有
償
悪

の
需
要
.増
加
し
、
其
費
買
は
投
警

的

喜

ら

る
Σ
に
迫

ぴ
て
は
、

疲

公
衆
の
之
に
接
鯛

下

・
叢

る
危
険
募

り
し
か
ば
』

般
馨

に
ご
り　

…
て
適
當
な

・
助
{・暑

寒

ウ
、
文
通
當
な

棄

務
代
理

一

首

な

・
可
き
者
を
要
す
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
銀
行

一
は
如
上
の
要
求
を
充
す
最
も
便
利
な

る
機
闌
な
牝
ば
な

り
o由

是
魏
之
、
凋
逸

に
於
て
は
其
国
民
脛
濟
の
特
殊
な

第
+
巻

(第

一
號

一
三
さ

[
三
六

.。
状
態
よ

り
、
企
業

ご
金
融

ε
を
連
絡

す

・
特
殊

の
組

織
を
生
じ
、
其
獲
行
及
護

立
業
務
捧

ひ
て
・
叉
特
殊

の
有
償
證
券
業
務
(国
黙
鐸
窪
碧
ω
∩
】戯
P
)
を
形
成
せ

り
。

而
し
て
其
有
償
證
券
業
務
中
に
は
前
逃

の
外
術
二
三

の

種
類
あ
讐

も
、
余
は
藪

に
唯
仲
立
業
務

に
就
き
て
a

み
要

せ
ん
享

る
な
り
。
以
下
其
如
何
な

る
組
織
に

よ
り
て
螢
ま
れ
た
う
か
を
瞭

か
に
し
、
最
後
に
銀
行
業

に
…封
ず
る
其
地
位
を
述

べ
む
ε
す
。

第

「
段

濁
逸
大
銀
行

の
取
引
仲
立
業

一
、
濁
逸

取
引
所
の
組
織

仲

立
栗

茸

p
一.一.・σ・

　

華

)
の
研
究

を
な

す
に
は
・
先

づ
取
引
所
の
組
織
を
述

べ
て
仲
立
業
者
の
地
位
を
明
か

に
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
す
。
濁
逸

に
て
取
引
所
を
設
辛

る

に
ば
地
方
官
廉

の
許
可
を
要
し
、
叉
其
監
督
を
挙

る

を
原
則

早

れ
ご
も
、
地
方
擁

は
其
直
接
響

を
商

養

關
に
委
任
し
得

・
が
警

伯
林
取
引
所
は
伯
林
商

審

議
所

の
有
歯

し
其
直
接
監
督

の
下
に
立

つ
も
の

な
b
。
倉

林
取
引
所

の
制
度
を
見

る
に
、
取
引
所
理

事

〔汐

・。.…
　

毘

)
を
選
翠
し
て
其
管
理
を
司
ら

し

む
。
真
数
は
三
+
六
人
に
し
て
商
審

議
所

よ
鬼

人

、



一
一
一

務

争
行

。
ご
難
・
、
響

取
引
所
麺

特
・
制
度

妄

一片...。
.)
あ
り
て
銀
行
の

霧

を

捨
任

す

る
こ

ご

之
な

雑

錐

蜀
癸

馨

叢

引
所
仲
立
警

就
き

て

一

歳

引
所
史

重

書

七
人
を
出
し
相
場
の
決
定
其
他

最

引
所
鐘

の
た
芝

切
の
事
務
を

貧

擢
墜
一
有

テ

、
叢

引
所
有
僧
證
券
資
格
調
査
會
募

醤
量

　一

.・
・。..。=。認

り
て
取
引
所
に
上
場
す

・
有
塁

券
を
調

査
決
定
し
驚

薪

割
竺

・墨

≒
の重

量

あ
り

赫

暑

裁
決
し
以
て
蕩

の
圓
滑
を
理

り
・

噛

場
の
決
定
叢

引
所
理
事
の
重
要
な
・
露

な
れ

竃

實
際
に
於
て
は
薪

助
難

・
仲
買
人
鐙

既
要

の
方
法
・
よ
薯

決
せ
ら
・
。
挿

買
人
に
は
普
遍

の
仲

買
人
碁

籍

場
決
定
の
た
め
地
方
轟

よ
径

命
せ

再
縁

訴
額
齢

縫
馨

.」。黙

鍵

維
難

饗

難

徹
榊
鷺

叢

薄

参

り、公任
仲　

　

以
上
の
外
通
信
員
業

種
の
役
員
あ
り
て
取
引
所
業

ふ

可

き

は

、
,銀

行

の

取

引

所

業

務

澹

當

者

(
じd
O
「器
量

Φ
「-

り
。
伯
林
取
引
所
は
.前
述
の
聖

、
伯
.詩

業
會
議
所

の
有
に
属
す
る
を
以
で
之
が
會
員
は
無
料
に
て
入
場
す

る
筆

得
、
叉
其
他
の
誉

讐

取
引
所
登
記
簿

長

名
、
撃

及
控

所
を
登
記
と

定
の
料
金
を
仕
佛

へ

ぱ
畠

に
出
入
し
得
・
な
り
。
熱
意

も
取
引
暫

出

入
し
て
取
引
所
内
に
て
取
引
藷

結
す
垂

を
許

さ
れ
.

た
。
も
の
は
唯
だ
鞍
業
こ
し
て
銀
幕

を
瞥
暮

(。
」。

難

灘
灘
　
噛

以
。
五口人
は
更
に
之
が
説
明
・
.馨

ん
・爺

曲

二
、
取
引
所
業
落

磐

雰

凋
逸
に
於
て
は
、
銀
行
の
取
引
霧

繁
多
な
る
響

詐

講
難

響

瓢
舞

鑑
輪
鵬　

務
を
行
ふ
看
護

引
所
業
務
推
賞
者
な
塾

す
・

.
遣ユ

ヨ

取
引
所
霧

措
薯

は
、
銀
行
の
請
求
に
怨
じ
て
取

濫

取
引
所
を
直
接
管
、理
す

る
粟

機
關
よ
り
交
付
せ

ら
れ

窺

た
る
取
引
、所
名
票
量

。
穿

・量

・・
)
t
よ
り
て
適
法

軌
司

第
†
磐

{第

一
號

・
=
こ
七
)

=
二
七

,



雑

録

濁
逸
大
銀
行
の
取
引
所
陪
立
業
に
就
き
て
.

め

も
の
喜

ら
る
。
即
ち
其
者
票
は
其
所
有
者
を
し
て

一
銀

行
の
計
算

の
爲
め
に
取
引
所
に
於
て
業
務
を
締
結
す

一
る
権
利
を
與
ふ
る
も

の
な
り
b

而
し
て
銀
行
は
彼
等

が

一

銀

行

の
名

に
よ
b
て
な
し
馨

全
業
務
の
危
険
を
纂

す

る
が
故
に
此
任
命
に
竺

定
の
信
任
表
示
を
伴
ふ
も

.

の

な

塊

・

一

り

其
人
口臭
は
銀
行
の
大
小
に
よ
り
て
異
れ
ざ
も
二
十
入

以
上
に
て
代
表
せ
ら
る
凶
も

の
あ
り
。
又
取
引
殷
賑
の

塒
は
術
多
数
を
要
し
從
て
多
藪

の
補
助
員
も
任
命
せ
ら

羅
　臨撫
鎌
難
難

一
れ
其
分
捲
を
異

に
し
.
天
慶
格
を
裁
定
す
る
に
於

て
も

一

(〉
.げ
,
潔
.騨
・・
①窃

琶

e

地
方

に
よ
り

て
其
、任
務

翼

一
に
す

る
が
如
し
。
然
ら
ば
業
務
擢
當
者
は
如
何
に
し
て

㎝
仲
立
業
を
行
ふ
や
、
次
項
に
於
て
之
を
述

べ
む
・
.

一
三
、
仲

立

の

有

様

■

一
前
述

の
如

く
取
引
所
内

に
於
け
る
萱
買
は
、
銀
行
業

一
着

に
あ
ら
ざ
れ
ば
許
可
せ
ら
れ
ざ
る
が
故

に
、
有
債
讃

第
十
巻

(第

「號

=
二
人
)

一
三
入

穿

を
賞

賀

せ
む

冠
欲
す

る
者
ぼ
銀
行

に
其
費
買
を

委
託

せ
ざ
る

べ
か
皐

、
若

し
銀
行

に
し
て
委
託
者

ご
屡

々

業
務
を
締
結

し
だ
る
事
あ
ら
む
か
、
書
面
叉
は
電
信
を

以
て
通
す
る
も
可
な
れ
ご
、新
規

の
顧
客
に
…射
し
て
は
、

取
引
條
件
を
締
結
し
た
る
後
始
め
て
業
務
.關
係
を
生
魚

る
な
ケ
、
そ
は
顧
客

が

毫

(
委
託
申
込
書
に
記
入
し

て
銀
行
に
差
出
す
往
交
要
領
t
て
後
日
の
紛
事
を
防
が

ん
こ
す

る
も
の
な
b
、
定
期
取
引

の
費
買
を
委
託
せ
ん

と
す

る
時

は
、
顧
客
は
.取
引
所
開
始
時
間
前

に
.右

の
委

託
申
込
書

に
記
入
し
て
委
託
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
ず
.

・今
取

引
所

に
於
て
銀
行
の
取
引
捨
當
者
が
濁
逸
銀
行
株

一
萬

五
千
馬
克

の
買
入
を
委
託
せ
ら
れ
た
り
蓬
假
足
せ
む
、

、然

る
時
は

取
引
措
當
者

は

前
述

の
如

一
、

公
任
仲
買

人

の
二
人
づ

、
}
團
こ
な
り
て
相
場
を
決
定
し
つ
、
あ

る
者

の
中
、
當
該
相
場
最

扱
は
彫

る
場
所
趣

き

其

一
人

に
費
買
を
委
託
す
述
な
り
、
銀
行
は
二
人

の
仲
.

買
人
に
謝
し
て
交
互
に

一
ケ
月

づ

＼
委
託
す

る
を
常

ご

す
、其
委
託
は
業
務
措
當
者
よ
り
仲
買
人
に
「拙
者

は
猫

逸
銀
行
株

一
萬
五
千
馬
克
を
成
行
買
に
て
買
入
れ
す
」

ピ
盲
ふ
に
勤
し
て
、
仲
買
人
は

「貴
殿

の
爲
め
に
濁
逸

4)Buchwald・a・a・Q.S.163
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灘
轟

蓑

鐸

銀
行
の
取
引
所
仲
立
・
・
・
…

喜

垂

號

=
二
九
〕

晃

.



一
難

錬

濁
癸

銀
行
最

引
所
仲
立
讐

馨

・

.

ぱ

「
取
引
所
腐

肉
に
蟹
行
せ
ら
奇

き

委
琵

於

て
、
實
行
通
知
が
取
引
所
終
了
後
送
附
せ

ら
轟
な
る
場

A
、
に
は
.
委
託
者

の
蓼

に
計
算
せ
ら
れ
た
る
舞

は

坂

引
終
了

〔N
…

ま

・・…
・・ぴ
琶

馳
の
場
合
に
存
す

る

贋
格
よ
り
も
不
利
な
ゑ

か
ら
亦
」

ご
あ

り
・

B
、
譲

幕

明
塑

・
の
鍵

〔・・
鼻

・
・
・…
量

の
)

譲

募

買
入
の
委
託
を
貴
行
せ
・
銀
行
は
三

百

以

内

に
委
託
誉

買
入
馨

の
種
類
、
穰

.
数
量
等

を

記
載
せ
る
有
償
蓼

明
細
書
を

迭
附
せ
ざ
ゑ

か
ら

講

凱鯉

縫

堵難

携

祀囲舗

癩
灘

鞭
薦

縷
講
札ボ

蕃

語
法
第
こ
、
第
三
係
)

一
然
墾

L
も
顧
客
が
個
々
の
場
倉

明
示
の
意
思
表
示

　を
な
す
時
は
、
銀
行
を
し
て
明
細
書
獲
逡
の
義
務
を
免

れ

し
む
る
も
の
に
て
,
顧
客
よ
り
銀
行
に
差
出
す
委
託

車

込
書
に
は
此
義
務
冤
除
の
事

を
記
載
せ
り
・一

c
、
謹
擦
金

顧
客
が
銀
行
に
有
償
證
券

の
費
買

を

一
依
頼
す
る
時
は
、
現
隻

は
有
.債
券
に
て
藤

金
を
納

第
十
巻

(第

一
號

}
阻
O
)

一
四
〇

付
す
、
蕪

金
は
通
常
+
分
の

一
乃
至

こ
分
の

「
な

り
、
斯

・
少
額

の
蕪

金
を
以
て
取
引
所

に
於
け
る
取

引

を
委
託

し
得

る
が
故

に
、
顧
客

に
ご
り
て
は
非
常

に

便
利
な
黎

、
も
、
其
霧

の
完
済

せ
ら
ミ

迄
は
有
贋

「
證
券

は
銀
行

の
直
中

に
保

有

せ
ち

る
＼
が
故

に
、
若

し

鐸

に
し
て
其
募

蟹

得
を

す
る
も
能
は
ざ
る
が

如
き
不
利
あ
し
、
若
し
馨

に
し
て
債
務
を
履
行
し
得

ざ
る
塒
は
、
銀
行
農

務
者

の
計
算
に
吉

其
馨

を

賞
卸
し
て
自
救
的
方
法
重

る
こ
募

り
・
又
買
入
れ

な
る
馨

の
相
場
が
下
落
す

蒔

は
、
銀
行
は
更
に
追

震

金

2

、。
・
・。
・げ
　

)
を
謄

す
、
蓋

有
償
馨

の
保
管
に
關
し
て
も
法
律
上
銀
行

に
謝
し
て
あ
る
制
度

を
設

け
と

讐

、
實
際
銀
行
に
射
し
て
有
利

な
り
・

以
上
銀
行
は
諸
種
の
義
務
を
負

へ
こ
も
亦
顧
客

に
鋤

く

し
て
椹
利
を
有
す
。

曲
、
厳

科
の
牧
得

銀
霞

之
を
以
て
粟

ご
な

す
も
の
な
る
が
故

に
、
顧
客
よ
り
手
敷
料
を
牧
得
す

る

,

の
権
利
を
有
す
、
又
他
の
仲
買
人

に
依
頼
せ
か
自
ら
委

託
を
完
了
す
蒔

は
、
罪

よ
b
得

べ
茎

仲
立
料
を

も
牧
得

し
得

る
な
り
。



一
個

、
.銀
行

の
.介

入
権

翁
。
野

吟。葦

葺

)
、

銀
行

は
仲
立

一
人

ξ
し
て
は
顧
客

の
た

め
に
其

費
買

を
媒

介
す

る
に
過

事

摯

、
も
、
銀
行
は
多
誓

窟

馨

を
保
有
し
天

一
経
済
事
情

に
精
通
ず

る
が
故
に
、
或

る
場
合
に
は
費
買

一
當
事
者

ご
し
て
介
入
す

る
の
権
利
を
與
ふ
る
方
、
顧
客

一
の
矯
め
に
も
便
利
な

る
事
あ
り
、
故
に
濁
逸
商
法
に
て

は
有
償
證
券

の
発
走
相
場
(山
巨

=
。
冨
二
套
並
あ
り
、
叉

別
段

の
建
な
く
し
て
介
入
が
明
瞭

に
獲
表
せ
ら
れ
た

る

時
は
介
入
を
許
す
ご
ε
・
せ
り
、
故
に
斯

る
場
合

に
於

て
は
、
銀
行
は
買
入
證
券
を
自
己
の
計
算

に
て
引
受
け
、

萱
却
證
券
を
自
己

の
手
許
よ
力
交
付

し
、
以
て
費
買
申

込
を
相
殺
し
て
利
益
を
牧
得
し
得

る
な
り
。

第
二
段

取
引
所
仲
立
業
の
利
益

銀
行

の
牧
得
す
る
仲
立
子
敷
料
金
額

に
就
き
て
、
其

銀
行
業
利
益

に
劃
す

る
地
位
を
魏
察
せ
ん
ε
す
る
に
先

一
立
ち
て
、
個
々
の

場
合

に
於
け
る

手
藪
料

如
何

を
見

総利益に厨
下 る手鼓料
の割合

る
に
、

bご
【闇。一口ξ
国
記

の
記
す

る
ε
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、

'手
.

敷
料
額
は
歴

々
に
し
て
顯
客
ε
の
契
約
如
何
に
よ
り
て

異

る
、
而
し
て
其
標
準
慶
時
ε
し
て
は
名
義
償
額
に
よ

り
、
時
ご
し
て
は
費
買
時
債
に
よ
る
、
若
し
有
債
證
券

・

の
相
場

に
し
て
平
償
以
下
な

る
時
ば
、
普
通
高
き
償
額

即

ち
名
義
債
額

に
.よ
ウ
て
計
算
せ
ら

る
乱

文
○
げ

』・あ

記
す
喝
所
に
よ
れ
ば
普
通
其
牽
は
千
分

一
宇
又
は
こ
の

如
し
、
而
し
て
仲
買
人
に
仕
佛
ふ
仲
買
料
は
　%
な
れ
こ

も
、
銀
行
に
し
て
仲
買
人
に
よ
ら
す
自
ら
費
貿
委
託
を

遂
行
す
れ
ば
、
此
仲
買
料
を
も
肢
得
し
得
る
事
前
述

の

如
し
、
然
ら
ば
各
銀
行
の
牧
得
す

る
手
敷
料
額
の
全
利

益

に
封
ず

る
比
率
如
何
、
吾
人
は
之
に
よ
b
て
仲
立
業

の
濁
逸
銀
行
業
に
於
け
る
重
要
の
程
笈
を
察
知
し
得
る

な
り
、
余
は
刃
希
。。切q
の
書
よ
り
、
百
萬
馬
克
以
上
を
有

す
る
全
て
の
濁
逸
信
用
銀
行

の
絶
利
益
に
封
ず

る
手
数

料
の
割
合
を
引
用
し
て
其
有
様
を
示
さ
む
ご
す
。。

%
%
%

%

%
%
%

%
%
%
%

%
%

%

%
%

%
%
%

%
%
%
%
%

%
%

漏
蜘

漏
脚

鸚
鵡
,瓢
湖
珈

鸚
鵡
隅
聯

細
謝
.珊

蹴
蹣
跚

蜘
蹴

脇
螂
珊

獅
脚

雑

録

.

凋
逸
大
銀
行
の
取
酬
所
仲
立
業
に
就
寺
て

軍

費

笙

號
.
西

[
)

西

「

6)

7)
8)
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益子 敷 料

克百萬馬克

紬 利
次

百萬馬

.
年

19.7

20.5

20.7

242

32.1

32.2

28.8

26.7

27.8

28.1

14.3

354`

40.4

50.5

57.9

60.0

58.9

57.7

62,7

68.2

81.4

91.垂

97.5

103.7

113.7

123.5

第
十

第

號

雪

璽

77.8工

78.69

9U,97

110.48

1虹 ・00

1垂9.0生

112.15

ill.93

110.03

エ1貫 ・29

150:83

158.93

179.37

218.38

261.17

262.02

259.40

256.76

253.21

273.50

330,20

377.08

382.28

417.20

452.ヨ0

492.78

1885

1886

工887

1888

1N9

1890

1891

工892

1808

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

弦
に
所
…請
手
敷
料

ε
は
、
仲
立
業
以
外
の
銀
行
事
務

一
よ
り
窪
す
る
手
敷
料
を
含
有
す
る
は
勿
論
な
れ
こ

も
3

空
。・。、。
「及
び
≦
。σ
馬
の
説
明
す

る
所
に

よ
れ
ば
、
其
大

部
分
は
仲
立
業
よ
り
牧
得
す
る
手
敷
料
の
如
し
・
故

に

凋
逸
銀
行
業
の
穂
利
益

の
約
四
分

の

「
は
仲
立
業
よ
り

生
す
ご
云
ふ
も
過
言
に
は
あ
ら
ざ
る

べ
し
・

　
.図
・。
　

・話

調
の
鉾

を
需

・
て
次
の
如
く
日

へ
、

…
り
、
コ

八
九

「
年
及
び
九
二
年
の
不
景
気
年
次

の
例
外

あ
れ
'
、
も
手
敷
料
は
常
に
増
加
せ
り
、
又

一
八
八
五
年

以
後
は
少
数
の
例
外
を
除
く
外

(即
ち

一
八
九

]
年

-

一
九
三
年
、

一
九
〇

一
年
及
び

}
九

〇
三
年
)

「
様
に
穂

.

利
金
は
増
進
せ
し
ご
難
も

一
八
八
五
年
よ
り

一
九

一
〇

一
年

の
期
間

に
得
π
る
総
利
益
に
封
ず

る
手
敷
料

の
割
合

ぽ

殆
ん
ぜ、
同
様
な
り
」

ご
、
以
て
過
去
廿
五
年
間
手
数

　

　

ヨ

ユ

ら

　

ア

　

　

　

㎜

…

脚

蜘

…
…
聯

動

蜘

恥

M

料
は
年
々
増
加
し
其
総
科
盆
に
封
ず
る
割
合

の
愛
ら
ざ

り
し
を
知

る
こ
ご
を
得

べ
し
、

,

而
し
て
我
国
に
於
げ
る
大
銀
行

の
手
敷
料
及

び
雑
益

の
総
金
金
に
封
ず
る
割
合
を
見
る
に
、
住
友
銀
行
二
⊥
ハ

%
浪
速
銀
行
三
.
四
%
三
十
四
銀
行
四
・九
%
山

口
銀
行

三

.六
%
三
井
銀
行

=

丁
二
%

第

一
銀
行

四
・九
%

三

菱
銀
行

二
.九
%
第
三
銀
行
二
・四
%
安
田
銀
行
四
・
五

%
第
百
銀
行
こ
・
「
%
に
し
て
季
均
四
駅
三
六
%

に
當

る
、
今
彼
此
相
比
較
し
て
濁
逸
仲
立
業
の
銀
行
業
中
に

於齢蕪

灘

驚

曾雛

襲

を

「

れ
自
身
に
於
て
有
利
な
る
の
み
な
ら
す
、

一
の
業
務
は

他
を
胚
胎
し
叉
は
誘
導
す
る
例

に
よ
り
、
更
に
證
券
寄

託
業
を
も
盛

な
ら
し
め
、
叉
同
時

に
預
金
を
も
増
加
せ

9)Weber ,a.a,Q.S.102



一

7し
あ
た
帆
}
.今
や
我
国
に
於
て
も
銀
行
業
務

の
範
團
漸

る
に
難
か
ら
す
、
吾
人
は
嚢

に
佛
國
に
於
て
其
實
例
を

く
後
夫
せ
む

ざ
し
、
叉
取
引
所
問
題
益
々
重
要
な
ら
む

見
た
り
、
我
国
に
該
業
務
の
移
入
さ
る
ン
の
日
も
亦
遽

.

ε
す

る
時
に
當
り
、
凋
逸
銀
行

の
兼
螢
業
務

の
如
き
は

き
に
あ
ら

ざ
る

べ
く
吾
人
が
此
研
究
を
な
す
決
し
て
無

.

大
に
参
考

ε
す
可
き
も

の
な
り
。

盆
に
あ
ら
ざ
る
を
信
じ
て
疑
は
ざ
る
も
の
な
b
。

括
.

吉

■

「

輓
近
我
国
に
於
け
る
銀
行
業

の
趨
勢
を
見
る
に
、
預

、金
貸
出

の
二
方
面

に
於

て
競
争
激
烈

な
る
結
果
、
瞥
業

牧
盆

の
基
礎
た
る
利
鞘

は
益
々
減
少
し
、
而
し
て
他
方

.

生
活
程
度

の
向
上
、
物
慣
騰
貴
等
に
由
る
螢
業
費

の
増

加
に
伴
ひ
、
其
牧
盆
は
耐
會
全
般
に
劃
す

る
責
任
及
運

用
資
金
の
大
に
比
し
て
、
漸
く
均
衡
を
失
は
ん
と
す

る

.

の
状
態

に
在
り
、
此
聴

に
當

っ
て
手
敷
料
牧
人
の
増
加

は
最
も
冀
望
す

べ
き
こ
ご
に
属
す
。

凋
逸
大
銀
行

の
牧
盆

が
手
敷
料
牧
人
に
負
ぶ
こ
ご
最

も
人

な
る
原
因
は
固
よ
り
同
国
の
特
殊

な
る
國
儒

に
由

る
ε
誰
も
、
輓
近
我
國
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